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台風・特別警報・地震に対する非常措置についてのお知らせ

平素は,本校教育 にご理解 とご協力 をいただき厚 く御礼 申し上げます。
本校では,緊急時の対応 について,下記のよ うな措置を取 りますので,テ レビ,ラ ジオ ,イ ンターネ ッ ト
等の報道 ,ま た,ケ ータイメールや学校ホームページにもに注意 して くだ さい。

台1風|に対す|る1表1常:措‐置
1 登校前に発令された場合
(1)『暴風警報』が解除されるまでは,登校を見合わせ, 自宅待機させてください。
(2)『暴風警報』が解除された場合については,以下の措置を取ります。
・午前 7時までに解除になった場合   平常授業
。午前 9時までに解除になった場合

★ 3校時 (10時 45分)か ら始業 10時 に集合場所に集まり集団登校
。午前 11時までに解除になった場合
★ 5校時 (13時 45分)か ら始業 13時 に集合場所に集まり集団登校  給食は,■上です。
。午前 11時現在,警報発令中の場合  臨時休業
2 在校中に発令された場合
下校の安全な確認できるまで,学校にとめおくこととし,その後,防災カー ドに記載していただいているとお

り対応いたしますが,不測の事態においては保護者と連絡がとれるまで学校にてとめおくことといたします。

特EIJ警報発令時の非常措置
1 登校前に発令された場合
学校は臨時休業とし,指示があるまでは自宅待機 とします。
その後,避難指示・避難命令が発令された時は,安全な避難場所へ避難 してください。

(テ レビ,ラ ジオ,イ ンターネット,緊急メール等の災害避難情報にご注意ください。 )

※下校時から午前 0時までに発生 した場合は「翌 日」,午前 0時から登校前までに発生 した場合は「当日」

は,原則として臨時休業となります。
2 在校中に発令された場合
全員学校で待機 とし,保護者の方のお迎 えを待 ちます。
※ケータイメールやホームページ等で,「 学校 の とめおき」 「外部の避難場所へ移動」 「保護者ヘ

の 弓|き 渡 し 1等 の連 絡 を させ て い

地震に対する非常措1置
1 登校前に発生した場合
(1)震度 5弱以上の地震が発生した場合は,次の登校日を臨時休業とします。
(休業日・休業日前に発生した場合は,原則として休業明けの登校日を臨時休業としますが,安全が確保で

き,授業等を実施する場合は,ケータイ電話連絡網及びホームページにより,授業等を実施する旨を連絡し

ます。

(2)臨時休業とした場合,登校の再開日は学校及び近隣の被災状況を確認のうえ,改めて学校から連絡します。
2 在校中に発生した場合
下校の安全な確認できるまで,学校にとめおくこととし,その後,防災カー ドに記載していただいていると

おり対応いたしますが,不測の事態においては保護者と連絡がとれるまで学校にてとめおくことといたしま

す。

以上 ,お子様 にもその旨ご指導いただけます ようお願いいた します。


